
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発信日：2023 年 5 月 26 日 

 

情報通信第203号の続報です。外国人技能実習機構HPお知らせに、 

「技能実習制度運用要領の改正ポイント」が掲載されました。 

今回のテーマ「技能実習制度運用要領の一部改正 2023.4-続報」について 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

◎技能実習制度運用要領全文は機構HPを確認ください https://www.otit.go.jp/ 

 

https://www.otit.go.jp/

